
建築確認等電子申請説明会 

地区 日時 場所 

置賜 令和 8 年 2 月 27 日（金）14:30～ 置賜総合支庁講堂 

村山 令和 8 年 3 月 3 日（火）13:30～ 県庁講堂（オンライン併用） 

庄内 令和 8 年 3 月 4 日（水）13:30～ 庄内総合支庁講堂 

最上 令和 8 年 3 月 9 日（月）13:30～ 最上総合支庁講堂 

次 第 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 説明 

（１）建築確認等の電子申請手続きについて

（２）電子申請の操作方法について（デモ操作）

（３）その他手続きの電子申請について

４ その他 

５ 質疑応答 

６ 閉 会 

山形県 HP（電子申請関係） 

https://www.pref.yamagata.jp/180025/kurashi/sumai/kenchiku/dennsika.html 

※説明会資料、動画等、電子申請に関する情報を随時更新していきます。

1

資料１

satom2025
長方形



山形県における建築確認申請の電子申請 

山形県が所管する建築物について、令和 8 年 4 月 1 日より「建築確認申請」の電子申請の受付
を開始します。なお、引続き書面による申請も可能です。 

１．電子申請の方法 

 ⼀般財団法⼈建築⾏政情報センター（以下、ICBA という。）の「電子申請受付システム」を使
用します。具体的な操作については、「山形県建築確認電子申請手続きフロー」、「山形県建築確
認電子申請操作方法」と、ICBA の HP に掲載の「電子申請受付システム操作説明書（申請者向
け）」をご確認ください。 

２．対象となる手続き 

 山形県が所管する、建築物・⼯作物・昇降機に係る、建築基準法に基づく以下の申請が対象と
なります。 

・確認申請（計画通知）  ・計画変更確認申請（計画変更通知）

・中間検査申請（通知）  ・完了検査申請（通知）  ・⼯事完了届（用途変更）

・建築主（築造主）変更届  ・⼯事とりやめ届  ・⼯事監理者（施⼯者）選任届

３．手数料の納付方法 

 電子申請における手数料の納付は、「山形県電子申請サービス（やまがた e 申請）」を使用した
電子決済機能を利用して手数料を納付してください。 

４．その他留意点 

○確認申請等の受付日の取扱い

 受付日（審査開始日）は、手数料納付日となり、閉庁時間（休日・時間外）に納入した場合
は、翌開庁日が受付日となります。 

○確認済証の交付方法

 確認済証の交付方法は、申請時に選択していただきますが、「電子交付」を原則としていた
だくようお願いします。なお、電子交付、紙交付に限らず、公印は押印されません。 

○副本の返却

「電子申請」の場合、紙による副本の返却はありません。副本の電子データをシステムから
ダウンロードしてください。 
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申請者 総合支庁建築課

①アカウント作成

②新規案件登録

⑤申請提出 引受審査

手数料納付依頼

⑥手数料納付申請 手数料額審査・受理

⑦手数料納付

受付

補正依頼⑧補正・図書登録

消防
同意

市町村
照会

確認済証交付⑨確認済証・副本受取

審査

適合

手数料納付確認

やまがたe申請

建築確認電子申請 手続きフロー

電子申請
受付システム

電子申請
受付システム

③申請書の作成

④図書アップロード
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山形県における各種建築⾏政⼿続きの電子申請（建築確認以外） 

建築確認申請等以外の一部手続きについて、令和 8 年 4 月 1 日よりの電子申請の受付を開始し
ます。なお、引続き書面による申請も可能です。 

１．電子申請・⼿数料納付の方法 

申請及び手数料納付には、「山形県電子申請サービス（やまがた e 申請）」を使用します。 

２．対象となる⼿続き 

以下の申請や届出等が対象となります。 

○⻑期優良住宅法関係

・⻑期優良住宅建築等計画認定申請（法第 5 条から第 7 条）

・⻑期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料（法第 8 条）

・譲受け人決定時の計画変更認定申請手数料（法第 9 条第 1 項）

・管理者等選任時の計画変更認定申請手数料（法第 9 条第 3 項）

・認定計画実施者の地位の承継承認手数料（法第 10 条）

・各種届出書等（取下げ申出書、取りやめ申出書、軽微な変更届）

○エコまち法関係

・低炭素建築物新築等計画認定申請（法第 53 条）

・低炭素建築物新築等計画変更認定申請（法第 55 条）

・各種届出書等（取下げ届、取りやめ届、譲渡（名義変更）届、軽微な変更届、⼯事完了報告、建築物状況報告）

○建築物省エネ法関係

・建築物エネ消費性能向上計画認定（法第 29 条）

・建築物エネ消費性能向上計画変更（法第 31 条）

・各種届出書等（取下げ届、中止届、譲渡（名義変更）届、軽微な変更届、⼯事完了報告書、建築物状況報告書）

○建築基準法関係

・建築⼯事届、建築物除却届（法第 15 条）

・確認済証等交付証明書交付申請

詳しい方法は、山形県の HP にてお知らせします。
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申請者 総合支庁建築課

①申請提出 審査

受理

②手数料納付

受付

④認定通知書・副本
ダウンロード

審査

手数料納付確認

メール

使用システム

やまがたe申請

認定通知書・副本
アップロード

補正
依頼

適合③補正図書提出

やまがたe申請

長期優良住宅等電子申請 手続きフロー
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申請者 総合支庁建築課

①申請提出 審査

受理

②手数料納付

受付

③証明書受理 証明書発行

手数料納付確認

使用システム

やまがたe申請

確認済証等交付証明電子申請 手続きフロー

窓口交付

申請者 総合支庁建築課

①届出提出 届出受理

使用システム

やまがたe申請

建築工事届等電子申請 手続きフロー
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